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自治体学会前進のための組織体制の提案(２０１４年３月２１日提出) 

全国選出枠運営委員(前代表運営委員)中川幾郎 

 

１．組織体制の転換を図る 

 

  ※現行組織体制は、運営委員会が年２～３回程度しか開かれず、臨機応変な対応がで

きない。また、代表運営委員３人併設方式は、指示系統が曖昧となる危険性があり、時代

に即応できていない。さらに、執行部機能を来すには、運営委員会では人数が多すぎ、役

員会では人数が少なすぎる。事務局機能との連携を図る常任理事会機能を強化すべき。  

 

 現行運営委員会と役員(部会長)、代表運営委員システムを改め、理事会方式とする 

 理事会を「常任理事会」(１０人程度、現行役員会の発展型)と、一般理事(別途２０

人程度、現行運営委員会の改編)に分ける 

 地域の独自活動及び相互連携を大切にする 

 事務局業務のうち、外注できる部分は可能な限り外注し、事務局業務の全体は専務理

事及び会計担当理事が監督する 

 

２．組織体制の素案 

 

(１)常任理事会(１０人)の構成案 

   理事長１ 

   副理事長２ 

        ※副理事長のうち１人は地域担当、地域選出理事の連携交流担当 

        ※副理事長のうち１人は渉外・情報発信担当 

      専務理事１(事務局長、総務担当) 

     常任理事６(会計担当１、編集担当１，研究支援担当１、大会担当１，遊軍(事業担 

       当)２) 

        ※企画・編集・研究支援部会の部会長は常任理事となる 

        ※常任理事会は、ネット会議なども利用して月一回は開催するものとする 

 

(２)一般理事会(２０人程度)の構成案 

     地域選出枠：現行１１ブロックから原則各１人、関東と関西は２人、計１３人 

     全国選出枠：５～７人程度 

       ※特に全国選出枠は、女性、若者の積極的な登用を図る。マスコミ、議会、ＮＰ 

    Ｏなど出身母体の多様性に配慮する。 

       ※一般理事会は、年２回程度の開催。一般理事も常任理事会にオブザーバー参加 

    できる。 

 

(３)監事(２人) 

   監事として、独自に理事会の招集権を持つ 
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(４)部会(常設) 

    総務部会、大会企画部会、編集部会、研究支援部会の４つ 

   ①総務部会：部会長は専務理事(事務局長兼務)。部会員５～６人(事務局業務のうち外 

       注できる範囲によって可変的) 

   ②大会企画部会：部会長は常任理事、部会員１０人～１５人程度 

   ③編集部会： 部会長は常任理事、５～１０人程度 

④研究支援部会：(学会賞委員会メンバーを含む) 部会長は常任理事、学会賞委員会プ 

      ラスアルファの人数 

      ※以上の部会定員の何割かは、公募で決める 

 

(５)委員会(期間限定)←概ね２年を目途、理事会で決定した特定テーマを集中して行う 

    (例)事業委員会(本部事業の活性化を図る) 

        自治体職員だけではなく、議会関係や大学関係への会員拡大方策を検討する 

    (例)地域活動活性化委員会 

        地域支援、若手発掘、ＯＢの人材リスト整備などを検討する 

      ※これらの「委員会」は、遊軍担当常任理事が責任をもつ 

 

(６)事務局：外部の学会運営事業者に委託する 

      ※すでに多くの学会が委託、事業者も多数存在している 

      ※委託する内容は、名簿管理、ＨＰ管理、その他事業者との契約によって変動 

      ※契約内容によって、総務部会が分担する業務も明確となる 

      ※体制の引き継ぎについては、現ＣＡＣとの協議次第 

 

３．その他、ガバナンスの向上に向けて 

 

(１)メーリング・リストの位置づけ・種別の検討 

    何種類のＭＬが必要か？ 

  会員向けｊｉｇａｋｕ－ＭＬは何人が加入しているのか。 

  ※個人攻撃を防ぎ、自由な意見交換を行うためには「管理人」が不可欠 

 

(２)会議の議事録や報告の形式、公開の検討 

  理事会・部会・委員会等の傍聴の可否、事前通知、事後報告 

    ※ある程度統一された書式で、速やかにＨＰに掲載する 


